
「食品期限表示の設定のためのガイドライン」
見直しについて

はじめに

我が国の食品表示制度は、食品表示法（平成25
年法律第70号）第４条に基づき策定している食
品表示基準（平成27年内閣府令第10号）等におい
て、販売の用に供する食品に関して表示基準を
定めるものとなっている。食品の期限表示につ
いては、食品表示基準第２条において、消費期限
又は賞味期限を下表のとおりそれぞれ定義し、
その上で、同基準第３条において、「品質が急速
に劣化しやすい食品にあっては消費期限である
旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食
品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した
その年月日を年月日の順で表示する。」と規定し
ている。

消費期限 定められた方法により保存した
場合において、腐敗、変敗その他の品質の
劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそ
れがないと認められる期限を示す年月日
をいう。

賞味期限 定められた方法により保存した
場合において、期待される全ての品質の
保持が十分に可能であると認められる期
限を示す年月日をいう。ただし、当該期限
を超えた場合であっても、これらの品質
が保持されていることがあるものとする。

本稿では、令和７年３月28日に改正した「食品
期限表示の設定のためのガイドライン」（以下「ガ
イドライン」）について紹介する。

なお、今回見直しを実施したのはガイドライ
ンであり、食品表示基準第３条の消費期限又は
賞味期限に係る規定は改正していない。すなわ
ち、ガイドラインの改正前後において、食品表示
法上の事業者の責務自体について変更を加えた
ものではないことを申し添える。

改正の経緯

今般のガイドライン改正は、令和５年12月22
日に公表された「食品ロス削減目標達成に向け
た施策パッケージ」において、「平成17年に厚生
労働省及び農林水産省が策定した「食品期限表
示の設定のためのガイドライン」について、期限
表示の設定根拠や安全係数の設定等の実態を調
査し、有識者から構成される検討会を設け、食品
ロス削減の観点から見直す。」と示されたことを
契機とする。本決定を受け、令和６年度に、食品
衛生、食品製造等の有識者から構成される検討
会を立ち上げ、ガイドラインの見直しについて
検討してきた。

このように、ガイドラインの改正は食品ロス
削減の観点から提言されたものではあるが、検
討会では、食品の安全性の確保に関する最新の
科学的知見に基づく観点を考慮に入れて見直す
ことも併せて議論が行われた。

消費者庁 食品表示課 課長
宮長 郁夫



改正の概要

ガイドラインの改正趣旨は、食品関連事業者
等（以下「表示責任者」）に、食品ロス削減の観点
と、食品の安全性の確保に関する科学的知見に
基づく観点を考慮して消費期限又は賞味期限を
設定いただくよう促すことであり、表示責任者
へのアンケート及びヒアリング調査（以下「実態
調査」）や、海外における期限表示制度の調査も
踏まえて改正を実施した。

ガイドラインでは、「期限表示が必要な加工食
品は多岐にわたり、本ガイドラインの中で個々
の食品の特性等とそれに応じた客観的な項目（指
標）及び基準を列挙することは困難である」こと
を前提とし、製造する食品の特性等を最も理解
している者は表示責任者であること、表示責任
者が食品の特性等に応じて科学的・合理的な根
拠に基づき期限表示の設定を自ら考える必要

があることとしている。
このような観点から、食品期限表示の設定の

ためのガイドラインの見直し検討会においては、
①消費期限又は賞味期限の設定
②食品の特性等に応じた客観的な項目（指標）及
び基準の設定
③食品の特性等に応じた「安全係数」の設定
④特性が類似している食品に関する期限の設定
⑤賞味期限を過ぎても「食べることができる期限」
以上５点の論点ごとに表示責任者が取り組むべ
き内容をとりまとめ、この内容を踏まえて改正
を行った。

①消費期限又は賞味期限の設定
消費期限又は賞味期限は、食品表示法に基づ

き策定される食品表示基準第２条第１項第７号
及び第８号の定義に従って食品の特性等を十分
に考慮した上でどちらか一方を表示する必要が
ある【図1】。

図1 期限表示（消費期限・賞味期限）



実態調査で、期限表示が食品表示基準の定義
に従って適切に設定されているかを確認したと
ころ、定義を考慮せず、消費期限又は賞味期限を
単に「５日」で区別している事例が一定数認めら
れた（品目のうち約18％）【図2】。

期限表示の定義を考慮しない「５日」等の表示
設定が行われていた背景としては、平成７年に
厚生省（当時）及び農林水産省が発出した通知

（消費期限又は賞味期限を「５日」で区別する考
え方）が踏襲されてきた面があったとも考えら
れるが、本通知は、平成20年に、「「５日」という
目安があったために賞味期限、消費期限の定義
どおりの設定がなされていないことが明らかに
なったことを受け、「５日」にとらわれずに表示
をしていただく」という趣旨から廃止されてお
り、現在、消費者庁としても推奨していない。

②食品の特性等に応じた客観的な項目（指標）
及び基準の設定
表示責任者は、食品の特性や保存状態等を十

分に考慮して期限を設定するために、微生物試
験、理化学試験、官能検査等の客観的な項目（指
標）及び基準（※1）を科学的・合理的に決定する
ことが必要である。客観的な項目（指標）として、
食品の特性等を勘案せず、食品一律に同じもの
を課す（例えば、食品衛生法における成分規格が
定められていない食品に、科学的・合理的な理
由がないまま一般生菌数等の衛生指標を課す）

※1	項目（指標）：微生物試験、理化学試験、官能
検査等において数値化することが可能な項
目（指標）のこと。8ページに詳細を示す。

	 基準：理化学試験、微生物試験、官能検査等
において数値化された結果を評価する拠り
所。場合によっては、数値化されていない結
果を評価することもある。

※食品表示基準における定義

【消費期限】定められた方法により保存した場合において、腐敗、変
敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがな
いと認められる期限を示す年月日をいう。

【賞味期限】定められた方法により保存した場合において、期待さ
れる全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示
す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これら
の品質が保持されていることがあるものとする。

図2 【実態調査】期限表⽰の設定



ことは望ましくなく、HACCPに沿った衛生管
理でのハザード分析によって特定された危害要
因を踏まえる必要がある。

実態調査では、食品の特性に関わらず、微生物
試験であれば、一般的に用いられている衛生指
標である「一般生菌数」、「大腸菌群数」等の項目
を用いて評価が行われ、結果として必要以上に
短い期限設定をしている例が確認された【図3】。

期限設定の際の指標としてあまり認識されて
いない微生物であるリステリア・モノサイトゲ
ネスなど、低温でも増殖が可能な菌や嫌気性菌、
耐熱性芽胞形成菌等について、必要に応じて危
害要因として分析するとともに、期限設定の際
に客観的な項目（指標）とすることも有益である。

このように、期限設定の際には、必要以上に多
くの指標を用いて評価を行っている例がある一
方、これまでの指標では不足していると考えら
れる例もある。従って、その食品を最も理解して
いる表示責任者自らが、危害要因となり得る微
生物の特徴（酸に強い、低温で増殖する等）を含

む食品の特性や保存状態等を勘案し、客観的な
項目（指標）及び基準を科学的・合理的に決定す
る必要がある。

③食品の特性等に応じた「安全係数」の設定
一般的には、客観的な項目（指標）及び基準か

ら得られた期限に対して、食品の特性に応じ１
未満の係数（安全係数）を乗じる、又は、得られた
期限から特定の時間や日数を差し引く等によ
り期限を設定するが、その際、安全係数は１に近
づけること、又は、差し引く時間や日数は０に近
づけることが望ましい。微生物の増殖の観点で
あれば、客観的な項目（指標）及び基準から得ら
れた期限で安全性が十分に担保されている食品、
例えば、微生物の増殖が抑えられている加圧加
熱殺菌しているレトルトパウチ食品や缶詰の食
品については、安全係数を考慮する必要はない
と考えられる。

しかしながら、微生物が増殖する可能性や品
質のばらつき等の変動が大きいと考えられる食

＜ヒアリング調査より＞
・旧衛生規範において、一般生菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌の指標があるため、
それらを超えないよう期限を設定している。

・一般生菌数が最初に規定値を超える。
・野菜にはもともと一般生菌が一定数存在するため、野菜を含む食品は期限が早い。
殺菌及び清浄した野菜についても一般生菌数が10の５乗を超えない期限しか使え
ないのはもったいないと感じる。

図3 【実態調査】期限設定の指標



品には、その特性等に応じて安全係数を設定す
る必要がある。

実態調査では、安全係数を0.8未満に設定して
いる品目が約40％あったほか、安全性が十分に
担保されている加圧加熱殺菌したレトルトパウ
チ食品や缶詰の食品に安全係数を用いるなど、
食品の特性に拠ることなく安全係数を設定して
いる事例が確認された【図4】。　　

これは、食品表示基準Ｑ＆Ａ（平成27年 ３ 月
30日消食表第140号）において、安全係数は、

「個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯環
境等を勘案して設定されますが、これらの変動
が少ないと考えられるものについては、0.8以
上を目安に設定することが望ましい」とされて
いたことを踏まえた対応と考えられたことから、

本Ｑ＆Ａを改正し、“ 0.8以上”という表現は削
除した。

④特性が類似している食品に関する期限の
設定
特性が類似している食品については、試験・

検査結果等を参考にして期限を設定することも
可能である。本来、個々の食品ごとに試験・検査
を行い、科学的・合理的に期限を設定する必要
があるが、商品アイテムが膨大であること、商品
化までの日数が短い傾向にあること、商品の改
廃サイクルが早いこと等の食品を取り巻く現状
を考慮すると、個々の食品ごとに試験・検査を
することは必ずしも現実的でないと考えられる。

●安全係数の設定では、「0.80～
0.99」が最も多かった。次いで
「0.70～0.79」であった。「0.80～
0.99」の品目と「0.70～0.79」の
品目を比較したが、特徴的な差は
見られなかった。

●｢安全係数をかけていない｣品目
は、伝統食品（しょうゆ、みそ、削節
など）や菓子、そうざい、乾めん、
漬物等が見受けられた。

●0.80以上の品目が64.2％を占め
るが、0.80未満を設定している品
目も35.9％。

●カテゴリー別では、カテゴリー５で
は｢0.70-0.79｣が、その他のカテ
ゴリーでは｢0.8～0.99」の割合が
最も高かった。

図4 【実態調査】安全係数、消費期限設定の考え⽅



⑤その他（賞味期限を過ぎても「食べること
ができる期限」等）
表示責任者は、消費者等から求められた場合

には、定められた方法により保存した場合にま
だ食べることができる期限の目安について、で
きる範囲で情報を提供するよう努める必要があ
る（※2）。

定められた方法により保存された場合、賞味
期限を表示した食品は、期限を過ぎても必ずし
もすぐに食べられなくなるわけではない。特に、
賞味期限の表示に当たり安全係数を設定してい
る場合には、客観的な項目（指標）及び基準から
得られた期限を提示することで、まだ食べるこ
とができる食品が廃棄されないようにするため
の取組に繋がる可能性が考えられる。また、賞味
期限を過ぎてもまだ食べることができる食品に
ついては、調理法を工夫することなどの情報も
併せて提供することが望ましい。

また、期限表示については、消費者がその意味
を正しく理解し、まだ食べることができる食品
が廃棄されないようにすることが重要である。
このため、消費期限及び賞味期限の用語の意味
について、以下の表示例のように分かりやすく
表示することは、消費者への情報提供の観点か
ら適切であると考える。特に賞味期限は、期限を
過ぎても必ずしもすぐに食べられなくなるわけ
ではないことから、説明を付記することが望ま
しい。

表示例：
○消費期限（期限を過ぎたら食べないようにし

てください。）
○消費期限：和暦（西暦）○年○月○日までに食

べきってください。
◎賞味期限（おいしく食べることのできる期限

です。）
◎賞味期限（期限を過ぎても、必ずしもすぐに食

※2	実態調査では、賞味期限を過ぎた食品のま
だ食べることができる期限の目安について
は、期限切れ食品の食用への活用をしてい
る事業者のうち約60%が「今後、必要に応
じて開示することができる」と回答した。

べられないということではありません。）
◎賞味期限（おいしく召し上がっていただくた

めの目安です。）

おわりに

消費者庁としては、見直し後のガイドライン
の内容について、業界団体を通じて事業者に周
知するとともに、関係省庁と連携し、各業界団体
の個別の食品の期限設定に係るガイドラインの
見直しを促し、また、食品ロス削減を進めていく
ため、引き続き消費期限や賞味期限の正しい意
味や期限設定の考え方等について消費者への情
報提供に努めてまいりたい。



まとめ

趣 旨

見直し後の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」

●事業者が、食品ロス削減の観点と食品の安全性の確保に関する科学的知見に基づく観点から、消費期限
又は賞味期限を設定できるよう策定したもの。

●事業者は、本ガイドラインを踏まえ、食品の特性等に応じて、科学的・合理的な根拠に基づく期限及び安全
係数の設定を自ら考えて行うことが期待される。

論　点 内　定

消費期限又は
賞味期限の設定

○本来の用語の定義に基づき、食品の特性等を考慮しどちらかを正
しく表示する。

○「5日」で区別する考え方は用語の定義に基づく期限設定とは言
えない。

食品の特性等に応じた
客観的な項目（指標）
及び基準の設定

○その食品を最も理解している事業者が、特性等を勘案し、期限設
定のための客観的な項目（指標）及び基準を科学的・合理的に自
ら決定する必要がある。

○HACCPに沿った衛生管理※での危害分析を踏まえ、食品の特性
等を勘案し科学的・合理的に自ら決定する。
※令和3年から原則すべての食品等事業者が実施

食品の特性等に応じた
「安全係数」の設定

○安全係数は１に近づけること、差し引く時間や日数は０に近づけ
ることが望ましい。

○微生物の増殖の観点であれば、微生物の増殖が抑えられている加
圧加熱殺菌しているレトルトパウチ食品等、変動が少なく、客観
的な項目（指標）及び基準から得られた期限で安全性が十分に担
保されている食品は、考慮する必要はない。

○一方、数値は、微生物が増殖する可能性等の変動が大きい食品に
は、その特性に応じて設定する必要がある。

特性が類似している
食品に関する期限の設定

○本来、個々の食品ごとに試験・検査を行い、科学的・合理的に期
限を設定する必要がある。

○商品アイテムが膨大であること等を考慮すると、個々の食品で試
験・検査を行うことは現実的でないため、特性が類似している食
品を参考にした期限の設定も可能である。

賞味期限を過ぎても
「食べることができる期限」

○消費者等から求められた場合には、まだ食べることができる期限
の目安について、できる範囲で情報を提供するよう努める。



微生物試験
食品の製造日からの微生物の増殖等に

伴う品質劣化を微生物学的に評価するも
のである。食品の種類や製造方法、温度、時
間、包装等の保存条件に応じて、効果的な
評価が期待できる項目（指標）を決定する
必要がある。

項目（指標）及び基準は、食品の特性や検
査体制、HACCPに沿った衛生管理におけ
る危害要因の分析で特定した微生物の種
類等から表示責任者が自ら決定し、必要に
応じて項目を組み合わせるなどして測定
することにより、消費期限又は賞味期限を
決定するものである。

項目（指標）は、客観的な数値として結果
を出すことが可能であり、食品の特性に応
じて、科学的・合理的な根拠として有用で
あると捉えられる。ほかには、植菌実験等の
微生物増殖の検証、科学的文献の引用、予測
微生物学の利用等が有用であると考えら
れる。しかしながら、この場合には、原材料
及び食品の種類、保存や流通時の温度等に
より基準は異なる可能性があることを考
慮する必要がある。

理化学試験
食品の製造日からの物性の変化に伴う

品質劣化を理化学的に評価するものであ
る。食品の特性や検査体制等に応じて、各
食品の性状や物性を反映する項目（指標）
及び基準を表示責任者が自ら決定し、必要
に応じて項目を組み合わせるなどして測
定することにより、消費期限又は賞味期限
を決定するものである。

項目（指標）は、客観的な数値として結果
を出すことが可能であり、食品の特性に応
じて、科学的・合理的な根拠として有用で
あると捉えられる。これらの指標を利用し

【参考】客観的な項目（指標）に関する試験・検査

て、製造日の測定値と製造日以後の測定値
とを比較検討することで、合理的に品質劣
化を判断することが可能である。

官能検査
食品の性質を人間の視覚、味覚、嗅覚等の

感覚を通して、それぞれの手法にのっとっ
た一定の条件下で評価するものである。測
定機器を利用した試験・検査と比べて、誤
差が生じる可能性が高く、また、結果の再現
性も検査担当者の体調、検体の温度、検査の
時間帯等の多くの要因により影響を受ける。

しかし、項目（指標）に対して適当な機器
測定法が開発されていない場合や、測定機
器よりも人間の方が感度が高い場合等に、
有効利用され得る。得られたデータの信頼
性と妥当性を高くするためには、適切にコ
ントロールされた条件下で、適切な検査担
当者が的確な手法で実施することが必要
であり、結果の扱いに関しても統計学的手
法を用いた解析により結果を導くように
留意しなければならない。


